


固定資産税及び都市計画税の概要

区 分 固 定 資 産 税 都 市 計 画 税

課税主体 全市町村 都市計画区域を有する市町村課税主体 全市町村

(東京都23区の区域内は東京都が課税)

都市計画区域を有する市町村

(課税市町村数674団体) 

課税客体 土地、家屋及び償却資産
億 筆 家 棟

原則として市街化区域内の土地及び家屋
筆 家 棟（土地：1 億 7,847万筆、家屋：5,945万棟） （土地：4,130万筆、家屋：2,945万棟）

納税義務者 土地、家屋又は償却資産の所有者

（土地：3 874 万人 家屋：3 835万人

土地又は家屋の所有者

（土地：2 006 万人 家屋：2 401 万人）（土地：3,874 万人、家屋：3,835万人、

償却資産：388 万人）

（土地：2,006 万人、家屋：2,401 万人）

課税標準 価格（適正な時価） 同左

※ 土地及び家屋は３年ごとに評価替え

（次の評価替えは平成２１年度）

税 率 標準税率 １．４％ 制限税率 ０．３％税 率 標準税率 １．４％ 制限税率 ０．３％

税 収 ８兆５，８８３億円（平成19年度決算見込額） １兆２，０１５億円（平成19年度決算見込額）

※１ 都市計画税は 都市計画事業等に充当するための目的税※１ 都市計画税は、都市計画事業等に充当するための目的税。

※２ 税収以外のデータは、平成１９年度実績。

※３ 固定資産税の制限税率（２．１％）は、平成１６年度改正により廃止。
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市町村税収全体に占める固定資産税の割合

全市町

固定資産税 都市計画税 個人市町村民税 法人市町村民税 その他

総額 21兆2 141億円
40% 6% 34% 13% 7%

全市町

村

総額 21兆2,141億円

うち固定資産税

8兆5,883億円

37% 7% 32% 17% 7%大都市
総額 7兆6,463億円

うち固定資産税

2兆7,989億円

42% 5% 36% 10% 7%都市
総額 11兆9,204億円

うち固定資産税

4兆9,870億円

49%

1%

33% 9% 8%町村
総額 1兆6,474億円

うち固定資産税

8,024億円

（注）１ 平成１９年度決算見込額。

２ 大都市は、政令指定都市及び東京都２３区（都が徴収する分を含む）に係る税である。

３ 四捨五入により計が一致しない場合がある。
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固定資産税収の動向

（単位：兆円）

1 75
1.76 1 74 1 72 1 69

償却資産 家 屋 土 地

1.59 
1.63 

1.65 
1.67 1.72 

1.75 1.74 1.72 1.69 
1.65 1.60 1.58 1.60 1.61 

1.71 

2 95
3.03 

3.22 
3.43 3.32 

3.51 
3.68 

3.47 
3.62 

3.76 

3.48 
3.62 

3.77 

3.47 3.58 
3.70 

2.95 

2.98 3.26 3.49 3.64 3.71 3.75 3.80 3.75 3.73 3.62 3.55 
3.48 3.41 3.39 3.39 3.41

年度
H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20

(1993) (1994) (1995) (1996) (1997) (1998) (1999) (2000) (2001) (2002) (2003) (2004) (2005) (2006) (2007) (2008)

全体 7 52 7 92 8 36 8 74 8 75 9 02 9 24 8 96 9 07 9 07 8 68 8 71 8 75 8 47 8 59 8 82全体 7.52 7.92 8.36 8.74 8.75 9.02 9.24 8.96 9.07 9.07 8.68 8.71 8.75 8.47 8.59 8.82 

（注）１ 平成１８年度までは決算額、平成１９年度は決算見込額、平成２０年度は平成２１年度評価変動割合等調に基づき推計した額である。
２ 丸がついた年度は、評価替え年度である。次回評価替えは平成２１年度。
３ 大規模償却資産に係る道府県分は含まれていない。
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固定資産税（宅地）の税額算定の流れ（イメージ）

評 価 額 課 税 標 準 額 税 率 税 額＝×

固定資産評価基準
により算出

○ 政策的な特例措置

課税標準額の算定にあたり、様々な特例

標準税率

１ ４％
地価公示価格等の

７割を目途として評価

（平成６年度から）

課税標準額の算定にあたり、様々な特例
措置が講じられている。

＜主な例＞

小規模住宅用地 １／６

１．４％

（平成６年度から） 小規模住宅用地 ： １／６

一般住宅用地 ： １／３

※ ３年ごとに評価替え
を行い、それ以外の
年度は原則据置き ○ 負担調整措置

納税者の負担感に配慮し、評価額に対し
税負担が低かった土地や、評価額が急激に
上昇した土地の場合にも 税負担はゆるや

年度は原則据置き。

※ 地価が下落している
場合には、評価替え
年度以外の年度でも

上昇した土地の場合にも、税負担はゆるや
かに上昇させるため課税標準額を調整する
措置が講じられている。

評価額を下落修正。
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固定資産税の土地（宅地）評価と課税の経緯

〈平成５年度まで〉 〈平成６年度～平成８年度〉 〈平成９年度～〉

評 価 評 価 評 価

① 各市町村間、各土地間、公的
土地評価間で評価水準に大きな
格差

② 全体的に評価水準が相当低下

① 公的土地評価の均衡化・適正
化の要請から７割評価の実施
（土地基本法など）

② 評価額は３年間据置

① ７割評価の実施

② 地価下落に対応するため、据
置年度においても評価額の修正
を可能に② 全体的に評価水準が相当低下

していた

③ 評価額は３年間据置

② 評価額は３年間据置 を可能に

課 税

課 税

負担水準の一層の均衡化

課 税

評価替えの翌々年度に課税標
準額が評価額に追いつく（評価額
課税）負担調整措置

課 税
① 評価額の急上昇に対応するた

め、ゆるやかに課税標準額を上
昇させる負担調整率を適用

② 住宅用地の税負担の緩和

規模住宅用地 特例拡充

負担水準の 層の均衡化

① 負担水準の低い土地につい
て、ゆるやかに課税標準額を上
昇させる

② 負担水準が 定以上 土地・小規模住宅用地の特例拡充
（ １／４ → １／６ ）

・一般住宅用地の特例拡充
（ １／２ → １／３ ）

② 負担水準が一定以上の土地
について、課税標準額を引き下
げ又は据え置く

③ 商業地等の課税標準額の上限

※ 各土地間に評価水準の格差があっ
たものを７割評価に統一したため、課
税標準額と評価額が乖離

H9～H11 → 評価額の80％

H12、H13 → 〃 75％

H14～H20 →  〃 70％

税標準額と評価額が乖離
（各土地間で乖離の程度がばらばら） ※ 同じ評価額の土地であれば同じ税

額を負担するということが税の公平
の観点から重要
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商業地等における地価と評価額・課税標準額の推移（全国）
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50
評価額が低く抑えられている

各市町村間等で評価水準に格差

0

10000

0

58 59 60 61 62 63 元 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

課 税 標 準 額

58 59 60 61 62 63 元 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
年度

（注）１ 地価は、地価公示価格（商業地）を指数で表したものである（昭和58年＝100）
２ 評価額は、固定資産税評価額（商業地等）である。

３ 課税標準額は、固定資産税課税標準額（商業地等）である。
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商業地等における負担調整措置のしくみ（平成18年度～平成20年度）

地価公示価格等 １００ （％）
前年度課税標準額

負担水準＝

当該年度の評価額

７０固定資産税評価額

（地価公示価格等×７割）

負担水準（％）

100

評価額×７０％
引下げ

前 年 度 課 税 標 準 額 と 同 額

【条例減額制度】

据置き

70

60

〔Ａ〕が評価額×60％を上回る場合は60％

前年度課税標準額＋評価額×５％

＝〔Ａ〕

【条例減額制度】

○ 市町村の判断（条例）により
６０％～７０％の範囲で引下げを
可能とする制度。

ゆるやかに

引上げ〔Ａ〕

〔Ａ〕が評価額×20％を下回る場合は20％

○ 平成１６年度創設。平成１８
年度税制改正において平成 ２０
年度まで延長。

20

〔Ａ〕が評価額×20％を下回る場合は20％

0
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商業地等の宅地と住宅用地の課税のしくみ（平成18年度～平成20年度）

負担水準(％)

小規模住宅用地

２００㎡以下の部分

商業地等の宅地

　住宅用地以外の宅地

一般住宅用地
２００㎡を超える部分

（家屋の床面積の10倍まで）負 準( ) （家屋の床面積の10倍まで）

当該年度の評価額×７０％

100

に 引 下 げ

前 年 度 課 税 標 準 額 に 据 置 き 特 例 （ 1 / 3 ）特 例 （ 1 / 6 ）

条
例
減
額

70

固
定

（地

〔Ａ〕が評価額×60％を

上回る場合は60％

額
制
度

60
定
資
産
税
評
価
額

地
価
公
示
価
格
等
×

負担水準(％)

据 置 き

前年度課税標準額＋

評価額×５％＝〔Ａ〕 100

80

×
７
割
）

負担水準(％)

据 置 き〔Ａ〕が評価額×20％を

下回る場合は20％
前年度課税標準額＋
評価額×１／６×５％＝〔Ａ〕

前年度課税標準額＋

評価額×１／３×５％＝〔Ａ〕

100

20

80

20

20

000

※ 評価額については、据置き年度である平成19、20年度でも、地価が下落している場合には下落修正することが可能
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商業地等の税負担の変化（全国）

平成９年度 平成２０年度

税 負 担 引 上 げ
税 負 担 据 置 き

70 3%
71.1%

70.3%

税 負 担 引 上 げ

税 負 担 据 置 き
税 負 担 引 下 げ

税 負 担 引 下 げ

20 2%

8.7%

最近は、税負担引下げ又は据置きの土地がほとんど。

11.8%
17.9% 20.2%

(注) 割合は課税標準額ベースである。「概要調書」により算出。
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水準

商業地等における評価額に対する課税標準額の水準（平成20年度）
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※ 「平成２０年度課税標準額／平成２０年度評価額」（概要調書）により算出。

※ オフィスビル用地など住宅用地以外の土地（商業地等）の例。
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抜本的な税制改革に向けた基本的考え方

平 成 １ ９ 年 １ １ 月

税 制 調 査 会

６．資産課税

(3) 固定資産税

固定資産税は、どの市町村にも広く存在する固定資産を課税客体としており、税源の偏り

も さく市 村税と さわ 基幹税 あ 今後とも安定的な確保が重 あるも小さく市町村税としてふさわしい基幹税目であり、今後とも安定的な確保が重要である。

土地に係る固定資産税については、平成６年度のいわゆる７割評価の実施後、課税の公

平の観点に立って これまで負担水準の均衡化・適正化に取り組んできている 現在 地域平の観点に立って、これまで負担水準の均衡化・適正化に取り組んできている。現在、地域

ごとの負担水準の均衡化は相当程度進んできているが、一部には依然として負担水準の低

い土地が存在していることから、引き続きその均衡化・適正化を促進する必要がある。
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